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(57)【要約】
【課題】　　　　　　持ち易く、収納し易い手荷物運搬
用補助具を提供すること。
【解決手段】　　　　手荷物運搬用補助具を、側方に開
口部を有し、内部に袋の把持部を掛けることができるグ
リップ１と、グリップ１の長手方向の両端側に形成され
た支持部２と、支持部２と着脱可能なジョイント部31を
有するショルダーストラップ３とで構成する。また、シ
ョルダーストラップ３は、当該ショルダーストラップ３
に対して直交する方向に巻いて締結するための締結手段
４を設けても良い。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側方に開口部を有し、内部に袋の把持部を掛けることができるグリップと、
　前記グリップの長手方向の両端側に形成された支持部と、
　前記支持部と着脱可能なジョイント部を有するショルダーストラップと、
を具備することを特徴とする手荷物運搬用補助具。
【請求項２】
　前記ショルダーストラップは、当該ショルダーストラップに対して直交する方向に巻い
て締結するための締結手段を具備することを特徴とする請求項１記載の手荷物運搬用補助
具。
【請求項３】
　前記ショルダーストラップの幅は、前記グリップの長手方向と直交する方向の幅の０．
８～１．２倍の長さに形成されることを特徴とする請求項１又は２記載の手荷物運搬用補
助具。
【請求項４】
　前記ショルダーストラップは、長手方向の幅が前記グリップの長手方向の幅よりも小さ
いショルダーパットを有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の荷物
運搬用補助具。
【請求項５】
　前記締結手段は、前記ショルダーパットに形成されることを特徴とする請求項４記載の
手荷物運搬用補助具。
【請求項６】
　前記ショルダーパットは、前記ショルダーストラップ上の位置を移動可能に形成される
ことを特徴とする請求項５記載の手荷物運搬用補助具。
【請求項７】
　前記グリップの開口部を閉鎖可能なストッパを具備することを特徴とする請求項１ない
し６のいずれかに記載の手荷物運搬用補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レジ袋や手提げ袋といった持ち手を備えた手荷物の運搬時に手への負担を軽
減するための手荷物運搬用補助具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レジ袋のような手荷物袋の運搬時において、手荷物袋の持ち手（把持部）から手
にかかる重量を軽減するために、当該持ち手を掛けることのできるグリップと、このグリ
ップに連結されたショルダーストラップとからなる手荷物運搬用補助具がある（例えば、
特許文献１）。これによれば、このショルダーストラップを肩に掛けて運搬物の重量を手
と肩に分散することにより、手への重量負担が軽減され、手が痛くならずに持つことがで
きる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２１５９８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来例は、グリップを手で把持する際にショルダーストラップ
をひねる必要があり、持ち難いという問題があった。
【０００５】
　また、グリップとショルダーストラップが一体となっており、常に一緒に使わなければ
ならなかった。
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【０００６】
　さらには、使用しない際の使い勝手を考慮していないため、未使用で持ち歩く際や収納
時にかさばったり、絡まったりするという欠点を持っていた。
【０００７】
　そこで本発明は、以上の欠点を解消するべくなされたものであって、持ち易く、収納し
易い手荷物運搬用補助具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の手荷物運搬用補助具は、側方に開口部を有し、内
部に袋の把持部を掛けることができるグリップと、前記グリップの開口部の両端側に形成
された支持部と、前記支持部と着脱可能なジョイント部を有するショルダーストラップと
を具備することを特徴とする。
【０００９】
　この場合、前記ショルダーストラップは、当該ショルダーストラップに対して直交する
方向に巻いて締結するための締結手段を具備する方が好ましい。
【００１０】
　また、前記ショルダーストラップの幅は、前記グリップの長手方向と直交する方向の幅
の０．８～１．２倍の長さに形成される方が好ましい。
【００１１】
　また、前記ショルダーストラップは、長手方向の幅が前記グリップの長手方向の幅より
も小さいショルダーパットを有する方が好ましい。
【００１２】
　また、前記締結手段は、前記ショルダーパットに形成しても良い。
【００１３】
　また、前記ショルダーパットは、前記ショルダーストラップ上の位置を移動可能に形成
される方が好ましい。
【００１４】
　また、前記グリップの開口部を閉鎖可能なストッパを具備する方が好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の手荷物運搬用補助具は、グリップの開口部の両端側に形成された支持部にショ
ルダーストラップが着脱されるため、グリップを手で把持する際にショルダーストラップ
をひねることがなく持ち易い。また、グリップとショルダーストラップは着脱可能に形成
されるため、収納がし易い。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の手荷物運搬用補助具を示す斜視図である。
【図２】本発明に係るグリップを示す側面図である。
【図３】本発明に係るグリップの使用状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の手荷物運搬用補助具の使用状態を示す斜視図である。
【図５】本発明に係るショルダーストラップを示す側面図である。
【図６】本発明の手荷物運搬用補助具をヘッドレストに使用した状態を示す斜視図である
。
【図７】本発明の手荷物運搬用補助具の収納状態を示す正面図である。
【図８】本発明の手荷物運搬用補助具の収納状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の手荷物運搬用補助具を図１～図８を用いて説明する。
　本発明の手荷物運搬用補助具は、図１に示すように、グリップ１と、支持部２と、支持
部２と着脱可能なジョイント部31を有するショルダーストラップ３とで主に構成される。
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【００１８】
　グリップ１は、例えば図２、図３に示すように、側方の一面に開口部11を有し、内部に
レジ袋等の袋９の把持部91を掛けることができる断面Ｃ字状に形成される。グリップ１の
外側は、手荷物運搬用補助具の収納時にショルダーストラップ３を巻き付け易くするため
、少なくともグリップ１の上面１Ａおよび下面１Ｂを平面とする方が好ましい。また、グ
リップ１の長手方向の両端面１Ｃ、１Ｄも平面とする方が好ましい。その他の形状として
は、手で把持し易いものであればどのような形状でも良く、例えば、手で握った際に握力
をかけやすい大きさでかつ内部に袋９の把持部91を掛けやすい形状であれば良い。また、
袋９の把持部91を掛ける部分であるグリップ１の内側の下面12には、袋９の把持部91がず
れるのを防止する溝13を設けても良い。
【００１９】
　また、図示しないが、グリップ１は、袋９の把持部91が外れるのを防止するために、グ
リップ１の開口部11を閉鎖可能なストッパを形成しても良い。
【００２０】
　グリップ１の材質は、運搬時に破損しない強度を持つものであればどのようなものでも
良く、例えば金属や樹脂を用いることができる。また、その表面は手で握る際に、すべり
止めとなるような密着性をもっていても良く、例えばゴムやシリコンといった掌と密着す
るのに適した樹脂を表面に巻きつけたものを用いることができる。
【００２１】
　支持部２は、図１～図３に示すように、グリップ１の長手方向の両端側に形成され、シ
ョルダーストラップ３のジョイント部31と連結される部分である。このように支持部２が
グリップ１の長手方向両端に設けられることにより、ショルダーストラップ３をグリップ
１の長手方向に巻くことができるので、よりコンパクトに収納することができる。支持部
２は、ジョイント部31と連結できればどのようなものでも良いが、例えば三角形、四角形
、円形等のリングをグリップの両端面１Ｃ、１Ｄに固定すれば良い。
【００２２】
　支持部２の材質は、ジョイント部31と連結する際に剛性をもった状態を保持できるもの
であればどのようなものでも良く、例えば、金属を用いることができる。または強度が維
持されるのであれば樹脂を用いることもできる。
【００２３】
　ショルダーストラップ３は、図４に示すように、手荷物の重量の全部又は一部を肩で支
持するためのもので、例えば、肩から手までの長さの約２倍程度の長さであるベルト状に
形成される。ショルダーストラップ３の幅は、グリップ１にショルダーストラップ３を巻
きやすい幅が良く、例えば、グリップ１の長手方向に直交する方向の幅の０．８～１．２
倍の長さが良く、好ましくは同一の幅が良い。また、ショルダーストラップ３は、その長
さを調節可能な長さ調節部32を有していても良い。長さ調節部32は、周知のもので良いが
、例えば、肩掛けカバンのショルダーストラップ３と同様のものを用いれば良い。
【００２４】
　ショルダーストラップ３の材質は、例えば肩掛けカバンのショルダーストラップ３と同
等のものであれば良い。
【００２５】
　また、ショルダーストラップ３は、図２に示すように、支持部２と着脱可能なジョイン
ト部31を有する。ジョイント部31は、支持部２と連結できればどのようなものでも良いが
、例えば、カラビナのように開閉可能な連結具を用いれば良い。なお、上記説明では、支
持部２をリング状に形成し、ジョイント部31をカラビナのように開閉可能な連結具とする
場合について説明したが、もちろん、支持部２をカラビナのように開閉可能な連結具とし
、ジョイント部31をリング状に形成しても良い。
【００２６】
　ジョイント部31の材質は、支持部２と脱着可能な形状を形成可能で、かつ手荷物の重量
に耐えられる強度を持っていれば、どのようなものでも良い。例えば、カラビナに使われ
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【００２７】
　また、ショルダーストラップ３は、図５に示すように、当該ショルダーストラップ３に
対して直交する方向に巻いて締結するための締結手段４を有していても良い。これにより
、ショルダーストラップ３をグリップ１に巻いたり、単に束ねたりした後に、折りたたま
れたショルダーストラップ３を締結手段４によって締結することができる。したがって、
ショルダーストラップ３がばらけることがなく、収納を容易にすることができる。締結手
段４は、ショルダーストラップ３が不用意にばらけることのないものであればどの様な形
状でもよい。例えば、ベルトや紐などを用いることができる。また、当該ベルトや紐には
、面ファスナーやボタンのように簡便かつ確実な締結を行えるものを備えていても良い。
【００２８】
　また、ショルダーストラップ３は、図５に示すように、肩への重量を分散するためのシ
ョルダーパット５を有していても良い。当該ショルダーパット５は、ショルダーストラッ
プ３上の位置を移動可能に形成する方が好ましい。また、この場合、上述した締結手段４
は、ショルダーパット５に形成しても良い。
【００２９】
　本発明の手荷物運搬用補助具を使用する場合には、図４に示すように、ショルダースト
ラップ３を肩に掛け、一度長さを重量が分散できる位置で固定し、グリップ１にレジ袋等
の袋９の把持部91を掛けて使用する。また、ショルダーストラップ３の調整により重量の
分散を好みに合わせることも可能である。更に、バッグから財布等を取り出す際には、シ
ョルダーストラップ３に荷物の重量を預ける事で袋９を置かずに両手を空けて使用するこ
とが可能である。
【００３０】
　更に、本発明の手荷物運搬用補助具は、図６に示すように、ショルダーストラップ３を
自動車等の座席のヘッドレストに掛けたり、ヘッドレストの穴に通したりした後に、締結
手段４で締結して固定することも可能である。これにより、グリップ１に袋９の把持部91
を掛けたまま保持することができるので、袋９の口が不用意に開くのを防止することがで
きる。
【００３１】
　また、本発明の手荷物運搬用補助具を収納する場合には、図７、図８に示すように、シ
ョルダーストラップ３をグリップ１の長手方向に巻き付けることでコンパクトにすること
ができる。また、巻き付けられたショルダーストラップ３を締結手段４で締結することで
ショルダーストラップ３が解けたり、絡まったりするのを防止することができる。
【符号の説明】
【００３２】
１：グリップ
２：支持部
３：ショルダーストラップ
４：締結手段
５：ショルダーパット
８：ヘッドレスト
９：袋
11：開口部
12：下面
13：溝
31：ジョイント部
32：長さ調節部
91：把持部
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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